
 
 

協賛企業・団体への特典                         

 協賛いただきました企業・団体様には、協賛金額に応じた特典を提供させていただきます。

（物品・役務の御提供の場合は、金額に換算させていただきます。） 

 
  

区 分 
１０口以上 ５口 ３口 １口 

（100 万円以上） （50 万円) (30 万円) (10 万円) 

１ 

大会広報制作物（PR ポス

ター/PR チラシ等）への

掲載※１ 

協賛企業名ロゴ掲載 

（大サイズ） 

協賛企業名ロゴ掲載 

（小サイズ） 
協賛企業名掲載 － 

２ 

大会カウントダウンイベ

ント、大会併催イベント

開催前の MC による紹介

※１ 

○ － － － 

３ 
大会総合案内ガイドブッ

クへの掲載※１ 

協賛企業広告掲載 

(A４判１頁、カラー） 

協賛企業広告掲載 

(A４判 1/2 頁、カラー） 

協賛企業広告掲載 

(A４判 1/8 頁、カラー） 
協賛企業名掲載 

４ 

大会開会式・閉会式会場、

競技会場、大会併催イベ

ント会場等における掲示

パネル等への掲載 

※１ 

協賛企業名ロゴ掲載 

（大サイズ） 

協賛企業名ロゴ掲載 

（小サイズ） 
協賛企業名掲載 － 

５ 
大会開会式・閉会式への

特別御招待 
５名様御招待 ３名様御招待 ２名様御招待 １名様御招待 

６ 
大会公式記録誌への掲載

※１ 

協賛企業広告掲載 

(A４判１頁、カラー） 

協賛企業広告掲載 

(A４判 1/2 頁、カラー） 

協賛企業広告掲載 

(A４判 1/8 頁、カラー） 
協賛企業名掲載 

７ 
大会公式ホームページへ

の掲載※１ 

協賛企業名ロゴ掲載 

（ＨＰへのリンク） 

協賛企業名ロゴ掲載 

（ＨＰへのリンク） 
協賛企業名掲載 協賛企業名掲載 

８ 
自社の広報制作物への大

会支援呼称の使用※２ 
○ ○ ○ ○ 

９ 

大会ロゴマーク・スロー

ガン※３及び「あいち人

財力強化プロジェクト」

イメージキャラクターの

使用※４ 

○ ○ ○ ○ 



 
 

※１ 掲載については区分毎に協賛金の多い順とし、同額の場合には申込み順とさせていただきます。なお、金額

と申込み時期が共に同じ場合は、五十音順に紹介させていただきます。 
分割納入の場合、受理書記載の最終納期限までに納入確認ができないときは、納入確認できた協賛金額の区

分に応じた特典とさせていただきます。 
※２ 広報制作物とは、カタログ・パンフレット・チラシ等の印刷物、TV 放送・街頭ビジョン等でのビデオ放映・

ウェブ配信等で使用する映像・動画制作物、無償配布するノベルティグッズ等をいいます。 
大会支援呼称にあたっては、次の２つの用語を必ず使用してください。 

①「あいち技能五輪・アビリンピック 2019-2020」、②「協賛」 

なお、2019 年度大会終了後は、「あいち技能五輪・アビリンピック 2020」としてください。 

（例示）「○○○株式会社は、あいち技能五輪・アビリンピック 2019-2020 に協賛しています。」 

    「あいち技能五輪・アビリンピック 2019-2020 協賛企業 ○○○株式会社」など 

※３ 大会ロゴマーク・スローガンの使用は、大会の目的や大会開催を PRする意図と整合する次のような範囲とな

り、この場合には、別に愛知県が定める「2019 年度及び 2020 年度技能五輪全国大会・全国アビリンピック大

会ロゴマーク及び大会スローガン使用規程」に基づく、愛知県への使用に係る申請が不要となります。 

（例示）・協賛企業自らの顧客向けの印刷物や、協賛企業が出稿する広告に企業名や企業ロゴとともに掲示する場

合 

    ・協賛企業が開催するイベントでの配布物（ノベルティグッズ）であって、来場者を選別せずに配布する

ものに掲示する場合 
※４ 「あいち人財力強化プロジェクト」イメージキャラクターの使用は、大会の目的や大会開催を PR する意図と

整合する次のような範囲となり、この場合には、別に愛知県が定める「産業人材育成・確保及び技能振興に

係る事業推進イメージキャラクター使用規程」に基づく、愛知県への使用に係る申請が不要となります。な

お、営利目的での使用はできません。 

（例示）・協賛企業自らの顧客向けの印刷物や、協賛企業が出稿する広告に企業名や企業ロゴとともに大会支援呼

称の文言と合わせて掲示する場合（※大会支援呼称は必須） 

    ・協賛企業が開催するイベントでの配布物（ノベルティグッズ）であって、来場者を選別せずに配布する

ものに大会支援呼称の文言と合わせて掲示する場合（※大会支援呼称は必須） 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 


